
 

質問その 12;特別な請求書保存ソフトやシステムなどは無くてもいいですか? 

 

答え;受け取ったデータ・ファイルに「一定のルールで」名前を付けて保存して下さい 

 

例えば、夫婦２人だけの個人事業主で、取引先からメール添付で PDF 請求書をもらった場合。 

ごく普通のパソコンとプリンタはあるけれど、データ保存のためだけの特別な請求書等保存ソフト 

などは使っていないときはどうしたらよいのでしょう。 

 

そんな時は、例えば以下のような方法で保存すればよいとされています。 

 

１;請求書のＰＤＦファイルは「一定の規則性」で請求書の内容そのものをファイル名にする 

   (例)2022 年 10 月 31 日に “(株)国税商事” からメールでもらった 11 万円の請求書 

⇒ ファイル名は「20221031_(株)国税商事_110000」とする。 

                ⇒ ファイル名は「20221031」とシンプルにして内容は Excel で管理する 

 

２;取引の相手先、受け取った月ごと、など会社でルール決めした名前のフォルダに保存する 

 

３;データ訂正・削除を防止する「データ受け取り時の事務処理マニュアル」を作って運用する 

 

 

※税務調査の際に、税務署の職員からそのデータについてダウンロードさせてほしいという 

要求があった場合には、そのデータを提出するようにして下さい。 

※データ保存を行おうとしている年度の 2 年前（原則として）の売上高が 1,000 万円以下の 

場合は、税務署職員のダウンロード要求に応じることができるようにしている限りは 

「請求書のＰＤＦファイル名で内容そのものを規則正しくしておく」ことまでは不要です。 

 

 

【参考;国税庁 HP「一問一答」より、もともとの文章】 

     
 


